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審議会等の会議結果報告 

・議事の内容   下記のとおり 

事務局；  定刻になりましたので、ただ今から平成２９年度第１回津市

農業共済損害評価会及び平成２９年度第２回損害評価会津支所

会議を開会いたします。 

 開会に先立ちまして、津市農林水産部農林水産政策課 上嶋

課長より御挨拶を申し上げます。 

農林水産政策

課長； 

本日は公私御多忙のなか、平成２９年度第１回津市農業共済

損害評価会に御出席いただき誠にありがとうございます。 

 さて、国においては、平成３０年産水稲から、米の直接支払

交付金が廃止されるとともに、行政による生産数量目標の配分

がなされない状況になっています。これにつきましては、国が

策定する需給見通し等を踏まえつつ、生産者や集荷業者、団体

が中心となって、円滑に需要に応じた生産が行える状況になる

よう、行政・生産団体・現場が一体となって取り組むこととさ

れております。 

１ 会議名  平成２９年度第１回津市農業共済損害評価会 

２ 開催日時 平成２９年７月１４日(金)午前９時３０分から午前１０時５５分まで 

３ 開催場所 津市美里庁舎会議室 １ 

４  出 席 した 者  

の氏名 

（損害評価会委員） 

宮本政 春会長 、山田 清隆、佐脇正 敏、青吉美 、伊藤 一夫、森

川一正、長谷川直道、鈴木庄治、後藤榮 

（事務局） 

課長 上嶋幹久、担当主幹 後藤良次 

（三重県農業共済組合 津支所） 

支 所 長  新 家 孝 明 、副 支 所 長  日 比 孝 明 、第 １係 長  松 野 良

彦、係 勝谷彩加 

５ 内容 （１） 平成２９年産麦共済（一筆方式）当初評価 高の諮問に

ついて 

６  公 開 又 は 非

公開 
公開 

７ 傍聴者の数 ０人 

８ 担当 農林水産部 農林水産政策課 

電話番号 ０５９－２２９－３１７２ 

E-mail    229-3171@city.tsu.lg.jp 



2

また、本市におきましては、米政策改革と経営所得安定対策

等水田フル活用に係る支援制度のきめ細かな周知を、国・県に

対し、もう一度していただくよう要望しているところです。ま

た、市としましては、各地域に対し生産数量目標の目安を提示

できるよう事務を進めておりますので、これにつきましてもよ

ろしくお願いいたします。 

さらに、農業共済制度につきましても、これまで自然災害等

による収穫量の減少等の損失を補てんする制度に加えまして、

品目の枠にとらわれずに農業経営者ごとの収入全体を見て総合

的に対応し得る保険制度の準備が進められております。 

これによりまして、真に農業経営者のセーフティネットの役

割を果たすことになります。 

これら、農業政策の大きな転換期を迎えておりますので、津

市と三重県農業共済組合、また、県やＪＡ等関係機関が一体と

なって、農家の皆さまとよく御相談させていただきながら農業

振興施策を進めてまいりたいと考えております。 

 今後も、三重県農業共済組合津支所と津市とが密接に連携

し、本市域における農業の振興に取り組んでまいりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は、平成２９年産麦の一筆方式による当初評価高につい

て諮問をさせていただきます。内容につきましては担当より説

明いたしますので御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 また、本市の損害評価会に引き続きまして、平成２９年産水

稲共済に係る損害評価会津支所会議が開催されますので、あわ

せて御審議を賜りますようお願い申し上げます。 

事務局； 本日の会議の出席者は、１２名中、９名で過半数を上回

っておりますことから、本会議が成立していることを御報

告申し上げます。 

なお、津市農業共済損害評価会の議事内容は議事録を作

成し、津市情報公開条例に基づき津市のホームページにお

いて公開いたしますので御了承をいただきたいと思いま

す。 
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事務局； それでは、津市農業共済条例第１６５条第３項の規定に

より、これより会議の進行を宮本会長にお願いしたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

宮本会長； 皆さま、おはようございます。 

本日は、御多忙の中、平成２９年度第１回津市農業共済損害

評価会にお集まりいただき誠にありがとうございます。 

さて、県内では４月以降雨が少ない状態が続き、市内では安

濃ダムの貯水率が低いなど農作物への影響が心配されます。ま

た、台風３号や梅雨前線の影響で他の地域では多大な被害が発

生しています。このような被害が当地域に発生しないことを願

っております。 

さて、本日は津市において引受けられた平成２９年産・麦共

済の一筆方式に関わる損害評価の結果について、津市長より諮

問を受けておりますので、この事項から皆さまに御協議をいた

だきたいと思っております。 

また、三重県農業共済組合から、今年の水稲共済について、

損害評価の日程等の説明がありますのでよろしくお願いいたし

ます。それではこの会議が、順調に運びますよう皆さま御協力

等をお願いいたしまして、簡単ではございますが、挨拶とさせ

ていただきます。 

それでは、会議を始めます。まず初めに、本日の損害評

価会の議事録署名人を指名させていただきます。安濃地域

の伊藤一夫様、久居地域の鈴木庄治様、御両名の方、よろ

しくお願いします。 

宮本会長；  それでは、事項書の２、議事でございます。 

平成２９年産麦共済（一筆方式）当初評価高について、

津市長より諮問を受けておりますことから、これについて

御審議をいただきたいと思います。 

諮問の内容について、事務局の説明を求めます。 

事務局； それでは、まず平成２９年産麦共済（一筆方式）当初評価高

の諮問について説明いたします。よろしくお願いします。着席

しまして説明させていただきます。 
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 津市農業共済条例第１９条の規定に基づき、市長が皆さまに

お諮りする麦共済の一筆方式分について、お手持ちの資料１に

基づき説明いたします。 

 資料１の冊子をめくっていただき、１ページを御覧くださ

い。管内の被害概況につきましてまとめました。 

 まず、播種につきまして説明申し上げます。早い地域で１１

月上旬から始まりました。１１月から１２月にかけての定期的

な降雨の影響により、播種作業は一部遅れましたが１２月中に

は概ね完了しました。 

次に生育についてです。定期的な降雨がありましたが、発芽

への影響はほとんどなく、順調に発芽したところが多くありま

した。しかし、１２月中旬から１月上旬にかけては一回の降水

量が多くなり、湿害による発芽不良となる耕地が散見されまし

た。１月上旬までの高温傾向、定期的な降雨により、生育は平

年よりやや早く推移していましたが、１月中旬以降は気温低下

の影響により、出穂期、開花期は平年並みになりました。ま

た、中山間部においては、１月頃に、獣害（シカの食害）が発

生し、生育に影響が出ました。 

続いて収穫についてですが、平年より早い６月７日頃に梅雨

入りとなったものの、例年心配される降雨による収穫作業の影

響も少なく、５月下旬から順調に収穫作業が始まり、６月中旬

には管内のほぼ９割程度が収穫を終えました。 

被害及び評価高につきましては、麦共済（一筆方式）の被害

状況ですが、被害の主な要因としましては、降雨の影響による

土壌湿潤害、シカによる獣害が見られました。 

一筆方式加入地域としましては、安濃、美里、一志の３地域

です。被害、地域、野帳の状況を加味し、発芽不能の被害申告

耕地を除くと被害申告が僅少であったことから美里地域を「津

１」として、１つの評価地区としてとりまとめました。 

農業災害補償法、農作物共済損害評価要綱に基づき、現地評

価の結果を整理し、共済金支払対象耕地及び耕地ごとの共済減

収量を認定するための諮問として、評価地区ごとの全筆調査に
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おける、１）超過被害面積、２）共済減収量、３）抜取調査筆

の全筆調査単収の平均、４）抜取調査筆の抜取調査における見

込単収の平均、５）抜取調査単収の平均と抜取調査筆の全筆調

査単収の平均の差、６）評価地区ごとの損害高（被害面積と共

済減収量）に係る資料を作成し、評価会へ提出となっていま

す。 

その結果、引受農家数５人に対し、共済金支払対象は２人、

引受面積３，１３８．８ａに対し、３割超過被害対象面積９０

４．４ａ、引受収量４６，１８２ｋｇに対し、５，３３８ｋｇ

減収となり、当初評価高としての共済金は８５，４０８円を見

込んでいます。 

しかし、肥培管理が不十分で分割評価の対象となった耕地が

あり、それらを加味した結果、分割後の共済減収量は４，７８

６ｋｇとなり、被害農家に対する共済金支払額は７６，５７６

円を見込んでいます。 

被害率につきましては、当初評価高からみますと３．２％、

分割評価後は、２．９％となる見込みです。 

見込みと表記させていただきましたが、このような表記にい

たしましたのは、次の段階で、国の経営所得安定対策制度にお

いて、修正がかかった場合など、減収量や共済金がこの数値よ

り下回る場合がありますので、このような表記をさせていただ

きました。 

次に３ページを御覧ください。平成２９年産麦共済（一筆方

式）被害要因別状況でございます。これは、被害発生の要因

を、表したものです。左から順に右に沿って状況を記載させて

いただきました。評価地区津１の美里として、引受１６２筆に

対し、６８筆野帳の提出がありました。 

野帳状況からの引受けに対する面積被害状況を比較します

と、津１の美里については、４０．８％の被害率となります。

この表の下段になります表ですが、被害の種類別にて引受面積

に対する被害率を算出したところ、本年産は土壌湿潤害の被害

が高くなっている状況です。 
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４ページを御覧ください。被害申告から減収量算出までの流

れを図示したものです。数値については、参考で記載させてい

ただきました。左から右へ矢印に沿って流れています。水稲共

済一筆方式と同様の流れとなります。参考としていただければ

と思います。なお、今年の平成２９年産については、発芽不能

の被害申告耕地を除くと被害申告が僅少であったことから、１

つの評価地区として取りまとめています。 

このような流れをもとに、とりまとめたのが、５ページにな

ります損害評価状況です。左からになりますが、津１の美里で

は、６８筆の野帳の提出があります。その中で、発芽不能耕地

を除く３割を超える被害（３割超過といいます。）は、１１筆

となりました。次に、例年ですと地域評価格差の調整となりま

すが、１評価地区のため、単当修正量は０となっています。 

この結果、３割を超える被害は、発芽不能耕地を含めて６８

筆となりました。津１の美里の減収量が、５，３３８ｋｇの減

収量となります。この減収量に、単位当たり共済金額を乗じた

ものが、当初評価高の共済金となります。単位当たり共済金額

については、経営所得安定対策の見直しがあり、営農継続支払

（面積払）が数量払の内金として交付される仕組みとなったこ

とから、下段左にあります表のとおりとなります。 

当初評価高による被害率は、共済金額に対する共済金の割合

として、３．２％となります。下段の参考２を御参照くださ

い。 

６ページを御覧ください。事項書に添付してあります諮問事

項と同様の内容となっており、評価高の明細となります。被害

が僅少であったことから１評価地区としているため、抜取調

査、実測調査による単当修正量を０としています。評価員の皆

さまに評価していただいた結果により、当初評価高として取り

まとめさせていただきました。発芽不能については、平成２９

年３月に、事前に三重県農業共済組合連合会に認定されていま

すので、修正の対象とはなりません。この欄の数値は５ページ

の全筆調査（単当修正後）の３割超過の数値であり、当初評価
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高の共済減収量となります。 

この算出に関しては、農林水産省が取り決めている損害評価

要綱に基づいて算出したものです。算出結果は評価の諮問事項

となっています。 

続きまして、７ページを御覧ください。分割評価を取りまと

めた一覧で、分割評価基準の項目別に整理したものです。分割

評価につきましては、御承知のとおり、排水管理、獣害対策等

について、通常、農家さんが行うべき管理で、この肥培管理が

不十分で、そのことを原因として減収となった場合には、その

部分は共済減収量から除外します。 

表の右の実数の欄を御覧ください。野帳提出６８筆中、２７

筆に分割がかかっています。被害耕地の約４割に分割がかかっ

ている状況です。耕地によっては、分割事由が重複するものも

あります。この表に下段、合計欄の下に発生率の欄がございま

す。分割評価が多かったものは、排水管理が全体の約８割を占

めている状況です。 

８ページを御覧ください。当初評価高に対し、分割評価によ

る減収量が除かれる部分を計算し、実共済金を算出した表で

す。５ページの算出結果から、この分割評価を控除しますと、

右側の分割後の数値となり、減収量は当初評価高より減少して

います。なお、当初評価高では３割を超えた耕地で、この分割

評価によって、３割以下となった耕地はありませんでした。控

除、対象外となる数値が、表の下に★印で表示しています欄の

数値で、結果、当初評価高としています６８筆が、減収量は

５，３３８ｋｇですが、実共済金対象となる共済減収量は、

４，７８６ｋｇ（５５２ｋｇ減）となり、共済金は８５，４０

８円が７６，５７６円（８，８３２円減）となります。 

御参考までに被害率は、３．２％から２．９％となります。

長い説明となりましたが、以上で平成２９年産麦共済（一筆

方式）当初評価高についての説明を終わらせていただきます。

御審議のほどお願いいたします。 
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宮本会長； 平成２９年産麦共済（一筆方式）の当初評価高の諮問に

ついての内容は、事務局説明のとおりです。 

このことについて、何か御意見・御質問などありました

らどうぞ。 

宮本会長； 御意見、御質問がないようですので 

平成２９年産麦共済（一筆方式）当初評価高の諮問につ

いてに対する答申を、事務局案の諮問内容どおりとするこ

とに、御賛成の委員の皆様の挙手を求めます。 

委員； 挙手 

宮本会長； 挙手多数と認めます。よって、平成２９年産麦共済（一

筆方式）当初評価高の諮問についてに対する答申は、諮問

のとおりとさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

宮本会長； これをもちまして平成２９年度第１回津市農業共済損害評価

会を終了いたします。 

長時間の御協議、ありがとうございました。 

会議終了時間：１０時５５分 


